
● 和光市社会福祉協議会
社会福祉協議会（社協）は、市民の皆さんが、共に地域で支えあい、住み慣れた地域で安
心して暮らせるよう、行政をはじめ、自治会、ボランティア団体、民生委員など関係団体と
連携を図り、市民の皆さんの参加と協力による地域福祉の推進をはかる社会福祉法人格をも
つ民間の福祉団体で、社会福祉法に「地域福祉を推進することを目的とする団体」と位置づ
けられています。

主な事業は
○ ボランティア活動の推進 ○ 福祉教育事業 ○ 児童福祉事業
○ 障害児者福祉事業 ○ 高齢者福祉事業 ○ 資金貸付事業
○ 権利擁護事業 ○ 支援事業 ○ 啓発宣伝事業
○ 施設の運営

【問 合 せ】 和光市社会福祉協議会（→１６ページ）

● 和光市ボランティアセンター（和光市社会福祉協議会内）
「ボランティアに、ちょっと興味があるけどどこに行けばいいのかな？」
「ボランティア活動についてもっと知りたい」
「ボランティアさんをお願いしたいけど、どこに行けばいいのかな？」
「活動しているけど、ちょっと相談したいな」などなど
そんなときにボランティアセンターを訪ねてみてください。いろんな情報が待っています。
相談にも応じられます。

【主な業務内容】
○ 活動に関する相談と紹介
○ 活動に関する情報の収集・提供
○ 講座・研修などの開催
○ 福祉教育の支援
○ 活動に関する調査など
○ ボランティア交流会の開催
○ イベントへの参加
○ ボランティア活動に関する保険の手続き
○ 福祉機材・福祉ビデオの貸出し
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● ボランティア活動
コミュニティづくりの推進力であるボランティア活動の促進を図るため、情報提供・活動
拠点等、環境条件づくりに努めています。
【ボランティアグループの紹介】

グループ名 活動内容

・いづみ会 ・若竹会
・火曜料理クラブ ・さくらんぼの会

一人暮らし高齢者会食会ボランティア（南・中央
公民館）

・和光手話サークル
手話（手話を通して聴覚障害者との交流・学校に
おける福祉教育の啓発）

・南ボランティアクラブ
・声の広報宅配ボランティア

地域福祉（地域において見守り、学校における福
祉教育の啓発）

・さつき苑ボランティア
・建設ユニオン東埼支部主婦の会
・諏訪緑風園ボランティアクラブ
・耀ボランティアクラブ
・希望会 ・楽々会 ・埼玉病院絵本とお話の会

施設ボランティア
（高齢者施設・障害者福祉施設において作業補助
と交流）
（小児病棟にての絵本の読み聞かせなど）

・和光朗読の会 ・朗読の会「あめんぼ」
・朗読「藤の会」

朗読（声の広報を作成、対面朗読、朗読劇など）

・点訳「あいの会」
点訳（視覚障害者からの依頼に対して点訳・学校
における福祉教育の啓発）

・グループ「ゆう」 ・ヴォーカル和光
・STTゆめあいサークル

趣味、特技を活かして（琴の演奏・歌を通して交
流・視覚障害者の卓球活動サポート）

・傾聴ボランティアクラブ
地域活動（高齢者施設だけでなく、地域の見守り
と孤独な高齢者との交流）

※ グループに入らずに個人登録し、施設などで活動もできます。

※ 夏休み・春休みなどは、登録した中・高校生・大学生が福祉施設で活動しています。

【問 合 せ】 和光市社会福祉協議会（→１６ページ）

● みんなのふれあい福祉ショップ「テルベ」
障害者が、自宅や施設などで製作した製品を販売することにより、障害者の社会参加と地
域福祉の啓発を図ることを目的とした常設店です。㈱イトーヨーカ堂の協力により平成６年
４月に開店し、和光市社会福祉協議会が運営しております。
「テルベ」にある製品はどれをとっても、一人一人が心を込めて作ったもので、温もりと
優しさが伝わってきます。現在、１７施設・団体の商品が並んでいます。

● 生活保護制度
憲法第２５条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。家庭の生活を支え
ていた人の死亡・病気・事故などで収入がとだえ、自力で生活するための努力をしても、な
お生活に困窮するときは、その程度に応じて必要な扶助が受けられます。

【保護の種類】
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
【問 合 せ】 社会福祉課保護担当（→１０ページ）
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● 市内障害者団体
障害者や、その保護者がお互いに励まし合い、共通の問題についてともに考え、障害者相
互の親睦を図ることを目的とした団体があります。
入会を希望する人は、各団体にお気軽にご連絡ください。

名 称 連 絡 先

身体障害者福祉会 ０４８―４６２―０６６６

心身障害児・者を守る会 ０４８―４６６―３１４１

精神障害者家族会 耀の会 ０４８―４５２―７１０８ 和光市総合福祉会館内

ダウン症児者親の会 たんぽぽの会 ０４８―４６５―０３１１ 和光市保健センター

障害児・者の地域でのゆたかなくらしをつくる会

ポコ・ア・ポコ
０４８―４６３―８９４８ ポコ・ア・ポコ事務局

● 身体障害者相談員
相談員は、身体障害者の社会的自立を助け、必要な指導を行うとともに、福祉事務所と協
力して障害者に対する理解を深めるための活動を行っています。住所・氏名などは市役所社
会福祉課、又は地域生活支援センターへ問い合わせください。相談された内容の秘密は守ら
れます。お気軽にご相談ください。
【問 合 せ】 社会福祉課障害者支援担当（地域生活支援センター）（→１１ページ）

● 知的障害者相談員
知的障害児・者の更生援護に関し、本人や保護者などからの相談に応じて必要な指示助言
を行うとともに、地域社会でも中心となって知的障害者の福祉増進に努めています。住所・
氏名などは市役所社会福祉課、または地域生活支援センターへ問い合わせください。相談さ
れた内容の秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
【問 合 せ】 社会福祉課障害者支援担当（地域生活支援センター）（→１１ページ）

● 聴覚障害者相談員
聴覚障害者等の日常生活や社会生活での問題や悩みについて相談にのり、関係機関と協力
して解決に当たっています。
【問 合 せ】 埼玉聴覚障害者情報センター（→７８ページ）

聴覚障害者相談専用 FAX０４８―８１４―３３５５
� ０４８―８１４―３３５３

● 身体障害者結婚相談員
結婚を希望する身体障害者に対して、相談、紹介を行うとともに相互交流のつどいを開催
しています。
対応日：月・木・土 午前１０時から午後４時まで
【問 合 せ】 （社福）埼玉県身体障害者福祉協会

住所 〒３３０―８５２２ さいたま市浦和区大原３―１０―２
埼玉県障害者交流センター内

�０４８―８２２―５３３３ FAX０４８―８２２―５３３３
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